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身分上の事項に関する証明（21号）

＜死亡証明＞

○

○

内 容 事件本人がいつどこで死亡したか，また，場合により死亡原因も併せて

証明するもの（注1） 。
■

使用目的 遺産処理手続保険金の請求。本邦の公文書に基づく本証明の場合は，

現地での埋葬・改葬手続や死亡登録手続等。

条 件 （1）死亡事実を立証する公文書の提示又は提出。

（2）事件本人（死亡者）は， 日本人に限らず外国人く本邦の公文書に基

づくとき）でも差し支えない。

必要書類 死亡事実を立証する公文書

○外国文による証明の場合……現地で使用されるもの。

戸籍謄（抄）本又は死亡届受理証明書死亡届記載事項証明書

○日本文による証明の場合……わが国で使用されるもの。 （極めてまれ）

現地官憲当局が発給した死亡を立証する公文書(例えば,死亡診断書

死体検案書死亡登記証明書警察の調書等）性2） （注3）

形 式 外国文による証明と日本文による証明の場合があるが， 日本文による証

明は極めて例外的

注意事項 (注1）本邦における通関及び火葬・埋葬には不要。本邦における通関の

際には，輸送関係者（機長又は航空会社担当者等）が死亡した国の医師

の死亡診断書等を添えて遺体等を引き取る旨口頭で申告すれば良い。ま

た，火葬等の許可を市区町村役場から取得するには戸籍役場へ死亡届を

提出しなければならないが，戸籍役場への届出の際にも外国の医師が発

行した死亡診断書等に和訳文を添付して提出すればよい（墓地埋葬等

に関する法律） 。本邦で死亡した外国人については届出人の住所地の戸

籍役場に届出の義務があり，死亡届受理証明書を取得して所属国官公署

に提出することとなる。

(注2）緊急又はやむを得ない事情があると認められる場合は,私立病院，

医師が発行した死亡診断書等をもって根拠文書とすることができる。た

だし， この場合，当該病院，医師に発給の事実を確認すること。なお

事故死の場合，検察医の死体検案書が必要。

，

(注3）なお，死亡診断書又は死亡証明書とは死亡の時に立ち会った医師

が発給するもので，死体検案書とは死亡後に遺体を検案（解部）して

死亡原因を確認した検察医が発給するものである。

’

(注4）本邦に対しては,現地の死亡立証公文書に和訳文を付して提出す

れば足りるので日本文の死亡証明の発行は極めて例外的である。
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L概説

（1）事件本人がいつ，どこで死亡したか，また，場合により死亡原因をも併せて証明す

るもの。原則として外国文で発給するが真にやむを得ない事情があると認められる場

合に限り， 日本文でも発給する。しかし，本邦に対しては，現地死亡立証公文書に和

訳文を付して，提出すれば足りるので， 日本文の死亡証明は極めて例外的である。

（2）使用目的

遺産処理手続，保険金の請求等。

（注）本邦における通関及び火葬・埋葬には不要。

本邦の通関の際には，輸送関係者（機長又は航空会社担当者等）が死亡した国

の医師の死亡診断書等を添えて遺体等を引き取る旨口頭で申告すればよい。

また，火葬等の許可を市町村役場から取得するには，まず戸籍役場へ死亡届を

提出しなければならないが，戸籍役場への届出の際にも外国の医師が発行した死

亡診断書等に和訳文を添付して提出すればよい（墓地，埋葬等に関する法律） 。

（3）手数料

証明書1通毎に第21号の領事手数料を徴収。

○

_2堅一発給条件

（1）公文書により死亡事実を立証できること。

． （2）事件本人（死亡者）は， 日本人に限らず外国人でも本邦の死亡届受理証明書に基づ

くときは取扱って差し支えない。

＝昼_皇必要書類

（注）文書については，すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公

館において写を作成してもよい） 。

（1）死亡事実を立証する公文書

外国文による証明の場合

戸籍謄（抄）本又は死亡届受理証明書，死亡届記載事項証明書

（注）本邦で死亡した外国人については，届出人の住所地の戸籍役場に届出の義務が

あり，死亡届受理証明書を取得して所属国官公署に提出することとなる。

日本文による証明の場合

現地関係当局発行の死亡を立証する公文書（例えば，死亡診断書，死体検案書，

死亡登記証明書また,海難等により遺体が失われた場合には例外的に警察調書)。

（注1） 緊急又はやむを得ない事情があると認められる場合は，私立病院，医師が発

行した死亡診断書等をもって根拠文書とすることができる。但し， この場合

は，当該病院医師に発給の事実を確認すること。

、

○
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(注2） なお，死亡診断書又は死亡証明書とは死亡の時に立ち会った医師が発行する

もので，死体検案書とは死亡後に遺体を検案（解剖）して死亡原因を確認し

た検察医が発行するものである。

4．作_成要_領

申請人に証明書の使用目的及び提出先等を記入した申請書を提出させ，外国文によ

る証明か日本文による証明かを決める。

必要書類を提出させる。

外国文による証明書の場合

①根拠文書から証明書に必要事項を記入する。

（注1）根拠文書に記載されていない場合，証明書の項目は削除する。

（注2）記載上の注意

･DateofDeath(死亡年月日) :改ざ〃防止のため算用数字でなく必ず言語によ

り記載する。

･PlaceofDeath(死亡場所) :都道府県名まででよ<,その後に「Japan」と記

載してもよい。

．Domiciie(本籍地) :都道府県名までとし，その後に「Japan」と記載してもよ

い。また，事件本人が外国人の場合は, Nationality(国籍）とし，その所属国

名を記載する。

・根拠文書の父母いずれがの欄が空欄の場合,証明書の当該欄他therorMother)

には「Notstated」と記載する。

‘ ・根拠文書の父母の欄の氏名の頭に「亡」と記載されているときは，証明書の当

該欄(FatherorMOther)の氏名の後に(deceased)と記載する。

・根拠文書の続柄欄に「男」又は「女jとのみ記載されているときは，証明書の

当該欄(Relationship)にそれぞれ「son」又は「daughter」と記載する。

②証明書の下段に根拠とした文書名，発給機関（発給者） ，発給年月日を記入す

る。

③証明書にその他の必要事項（証明番号は証明発給台帳にて確認）を記入の上，

公館長又は担当官（代理署名の指定を受け本省に報告済みの者）が署名し，その

下に官職氏名を記入して，丸型館印を押す（青又は黒のスタンプインキ使用） 。

④完成した証明書の写をとる。

⑤証明手数料は1件毎に第21号の手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1

枚を発給すればよい。

⑥証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

⑦申請書証明書の写及び根拠文書（写）は公館にて保存する。保存期間3年。

日本文による証明の場合（極めて例外的な場合）

①根拠文書から証明書に必要事項を転記する。

(1）

（2）

(3）

○

○

(4）
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（注1）見本は，本邦で使用する際に必要と考えられる項目を列挙して作成した

ものであるが，任国の官憲当局が発給した公文書等を根拠として作成す

るため，全項目を記載できない場合もあるが，特に，本邦提出先が要求

． する項目は追加項目として証明して差し支えない。

（注2）記載上の注意

「本籍」 ， 「戸籍筆頭者」及び「筆頭者との続柄」は戸籍謄（抄）本等によ

り確認できないときは削除する。

「死亡の種類｣は， 自然死,病死, 自動車事故,船舶又は山岳遭難， 自殺等

と記載する。不明の場合は不詳と記載する。

． 「死亡の原因」は直接死因となった病名等を記載する。病名は本邦の法定伝

染病の認定に必要とする場合があるので，根拠文書等により確認できないと

きは削除せず， 「不詳」と記載する。 ．

「死亡立証書類」は根拠文書名，発給機関（発給者）名，発給年月日を記載

する。

②証明書にその他の必要事項（証明番号は証明発給台帳にて確認）を記入し，角

型館長印を押す（朱肉使用） 。

③完成した証明書の写をとる。

④証明手数料は1件毎に第21号の手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1

枚を給すれば良い。

⑤証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

⑥申請書，証明書の写及び根拠文書（写）は公館にて保存する。保存期間3年。

本邦提出先が要求

○ f

○
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(仏語）死亡証明（21号）
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(西語）死亡証明く21号）
恥
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書死亡 証 明

氏 名 Ｉ 、協
年
男･女

日生月

本 籍

戸籍筆頭者

筆頭者との続柄

死亡年月日時分

死亡場所

死亡の種類

死亡の原因

死亡立証書類

〕
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